
令和 ６ 年 ６ 月 ４ 日提出   

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第１５３号 

清水新地２丁

目 

第５号線 

北区清水新地２丁目６４６番５ 地先 
 

北区清水新地２丁目６４６番２０ 地先 

議第１５４号 
楡木６丁目 

第５号線 

北区楡木６丁目２１５５番７８ 地先 
 

北区楡木６丁目２１５５番１０２ 地先 

議第１５５号 
秋津１丁目 

第６号線 

東区秋津１丁目２１４７番１１ 地先 
 

東区秋津１丁目２１４７番２０ 地先 

議第１５６号 
下江津５丁目 

第８号線 

東区下江津５丁目１１９番２ 地先 
 

東区下江津５丁目１１７番３ 地先 

議第１５７号 
御幸木部１丁

目 

第５号線 

南区御幸木部１丁目９２５番８ 地先 
 

南区御幸木部１丁目９２５番２６ 地先 

議第１５８号 
中島町 

第４９号線 

西区中島町１４６１番９ 地先 
 

西区中島町１４６１番４ 地先 

議第１５９号 
小山２丁目 

第６号線 

東区小山２丁目６６０番１ 地先 
 

東区小山２丁目６５９番７ 地先 

議第１６０号 
戸島西７丁目 

第１１号線 

東区戸島西７丁目２７７４番３４ 地先 
 

東区戸島西７丁目２７７４番２９ 地先 

議第１６１号 
長嶺西３丁目 

第３号線 

東区長嶺西３丁目２６８５番１４ 地先 
 

東区長嶺西３丁目２６８５番１０ 地先 

議第１６２号 
長嶺西３丁目 

第４号線 

東区長嶺西３丁目２６８５番５ 地先 
 

東区長嶺西３丁目２６７９番５ 地先 
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議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第１６３号 
長嶺東２丁目 

第１５号線 

東区長嶺東２丁目１６５８番１８ 地先 
 

東区長嶺東２丁目１６５８番２２ 地先 

議第１６４号 
長嶺南１丁目 

第７号線 

東区長嶺南１丁目２２５５番６３４ 地先 
 

東区長嶺南１丁目２２５５番６３７ 地先 

議第１６５号 
鶴羽田２丁目 

第３号線 

北区鶴羽田２丁目３５４番１ 地先 
 

北区鶴羽田２丁目３５４番７ 地先 

議第１６６号 
飛田１丁目 

第９号線 

北区飛田１丁目５２３番５７ 地先 
 

北区飛田１丁目５２３番４９ 地先 

議第１６７号 
四方寄町 

第４１号線 

北区四方寄町７４５番２０ 地先 
 

北区四方寄町７４５番８ 地先 

議第１６８号 
田尻 

第１７号線 

南区富合町田尻７３番５ 地先 
 

南区富合町田尻７３番１１ 地先 

議第１６９号 
野口１丁目 

 第４号線 

南区野口１丁目５７６番３ 地先 
 

南区野口１丁目５７６番７ 地先 

議第１７０号 
鐙田 

第２１号線 

北区植木町鐙田１２４０番４ 地先 
 

北区植木町鐙田１２３８番２ 地先 

 

（提出理由） 

  次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく管理帰属 

(2) 地元要望 

 (3) 管理引継 
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